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堺市

堺市における精神障害者の
地域移行の取組み

堺市では、「障害者が住み慣れた地域で、主体的に、共生、協働のもと、生き活きと
輝いて暮らせる社会の実現」を基本理念として、障害者基幹相談支援センターに設置す
る地域移行コーディネーターを中心として地域移行体制整備事業を行うとともに、地域
の精神科病院、障害者基幹相談支援センター、事業者、行政等が連携、協力しながら地
域移行の促進に取り組んでいます。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援事業
「自治体状況共有」シート
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堺市

１ 県又は政令市の基礎情報

基本情報（都道府県等情報）
堺市

取組内容

・地域の精神科病院、障害者基幹相談支援センター
及び本市の関係機関が集まり、年２回、退院促進支
援会議を開催し、情報の共有、意見交換等を行って
いる。
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精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

の構築に向けた保健・医療・福祉関係者によ

る協議の場の設置状況（R5年4月時点）
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2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）

堺市
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堺市

３ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯

■大阪府の研究事業として始まり、平成18年度から堺市の事業として実施。
各地域活動支援センターⅠ型及び財団法人精神障害者社会復帰促進協会が、精神科病院と連携
し、院内茶話会・院内説明会、運営会議・対象者選定会議等を実施してきた。

■ピアサポーターの養成については、平成16年から平成25年までの10年間、委託により実施。
10年間で延べ326人が受講し、講座修了者によって、自助グループ（セルフヘルプグループ）
が作られた。

■地域の精神科病院と行政の情報共有、連携の場として堺市退院促進支援会議を平成19年より
設置。現在は障害者基幹相談支援センターの地域移行コーディネーターも参加。

■平成24年度以降、地域移行体制整備については、障害者基幹相談支援センターにおいて引き続
き取り組む。その中核的な役割として地域移行コーディネーターを各区障害者基幹相談支援セ
ンター及び総合相談情報センターに配置。

■令和２年度、堺市精神保健福祉審議会を協議の場に位置付けた。

■令和３年度、堺市退院促進支援会議を第2の協議の場に位置付けた。
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堺市

４ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に資する取組の成果・効果

＜令和４年度までの成果・効果＞

課題解決の達成度を測る指標 目標値
（R4年度当初）

実績値
（R4年度末）

具体的な成果・効果

①当市における地域移行および、にも包括の取
組の共有 12回 12回

地域移行コーディネーターと行政機関
による「地域移行運営会議」を毎月実施。
各区域での取組状況の確認や、社会資源
の状況共有を実施した。

②指定相談支援事業所や関係機関向
けに、地域のボトムアップ（支援意識の向
上）を目指した取組を実施 啓発物改訂 作成済

地域移行ハンドブックとして「ゆめ
ノート」を作成し、精神科病院および事
業所へ配布していたが、より多くの方々
が活用できるよう、拡大版・ルビ版を作
成。地域移行支援対象者への啓発として
の活用をねらう。

③圏域での協議の場の設置
2か所設置 2か所設置

精神科病院の実務者や、基幹相談支援
センターが集まる既存の会議体を活用し、
より実態に沿った協議を実施する。

④近隣自治体との連携体制の確保

１回 １回

精神医療・保健福祉において特に連携が必
要である大阪府および大阪市と、精神障害者
地域移行および、にも包括に関する情報共有を
実施。また、当市の協議の場である退院促進
支援会議へ大阪府の担当者に出席いただき、
取組内容の共有を図る。



6

堺市

５ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた現時点における強みと課題

【特徴（強み）】１．市内の精神科病院から積極的な協力体制が得られている
２．基幹相談支援センターへ地域移行体制整備事業を委託している（各区に地域移行コーディネーターを配置）
３．主任相談支援専門員が多く、相談支援に積極的に関わっている

課題 課題解決に向けた取組方針 課題・方針に対する役割（取組）

地域移行について、各機関の
理解、意識、スキル等が一律
でない

指定一般相談支援事業所や精神科病院等関
係機関向けに、地域のボトムアップ（支援
意識の向上）を目指した取組みの検討

行政・基幹C側 情報共有の場の整備、事業者への支援等

医療側 院内研修、茶話会の実施等

事業者側 ノウハウの習得、マンパワー不足等

その他関係機関・住民等

協議の場への参加者について
多様性がない

現在の参加者のみならず、地域課題に応じ
た柔軟な参加者を募ることで、協議を活性
化させる。また障害者自立支援協議会との
連携を強化する。

行政・基幹C側 協議体制の整備、周知

医療側 院内研修、課題のとりまとめ

事業者側 積極的な参加と地域課題の収集

その他関係機関・住民等 積極的な参加と地域課題の収集

※指標設定が困難な場合は、代替指標や定性的な文言でも構いません。

課題解決の達成度を測る指標 現状値
（今年度当初）

目標値
（令和5年度末）

見込んでいる成果・効果

①圏域での協議の場の設置 2回 3回 協議の場において、より具体的な地域課題に
ついて協議できるよう協議の場の見直しを実施。
また取組内容について地域移行コーディネー
ターと共有することで圏域の取組をすすめる。②地域移行およびにも包括の取組共有 12回 12回
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堺市

６ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための連携状況

【にも包括構築の体制】
障害福祉分野と精神保健福祉分野の担当課が連携し、圏域、市域の協議の場を運営。障害者施策推進協議会や障害者自

立支援協議会との連動も意識しながら協議をすすめる。障害者相談支援事業、堺市地域移行体制整備事業を障害者基幹相
談支援センターへ委託しており、地域移行コーディネーターが中核となり、にも包括構築の体制整備をすすめる。

所管部署名 所管部署における主な業務

障害施策推進課
障害福祉計画の推進、障害福祉に関する施
策の企画・調整 等

精神保健課
自立支援医療（精神通院）扶助、精神保健福
祉法に基づく適正な精神科医療の提供 等

※各部門の状況はできるだけ詳しく記載ください

連携部署名 連携部署における主な業務

堺市こころの健康センター 精神保健および精神障害者福祉に関す
る調査・研究・技術支援・研修 等

各部門の連携状況 強み・課題等

保健

各区の保健センターでは、精神保健福祉相談員等による
相談支援を実施している。地域の実情を把握し、様々な機
関との連携を向上させるために、各区の自立支援協議会
等に参加している。

当市の精神保健福祉相談員は精神保健福祉士であり、医療と福祉
も視野に入れた対応を行っている。一方で多様化するニーズに対
応するため、多機関連携が必要であり、体制整備が急務である。

医療

堺市退院促進支援会議を開催し、市内の精神科病院より
担当者が参加。各医療機関の現状や課題を共有している。
また堺市障害者施策推進協議会、堺市障害者自立支援
協議会にも委員として参画している。

会議を通じて地域課題の整理や情報提供等を実施することで、そ
の後の地域移行支援に活かすことができる。
年2回の開催であるため、継続した協議、タイムリーな情報共有とは
なっていない。

福祉

障害者基幹相談支援センターが委託相談を担っており、
当市における相談支援の中核を担っている。堺市障害者
自立支援協議会を開催し、必要に応じてワーキングを設
置し協議を進めている。

各区にも障害者自立支援協議会を設置し、相談支援連絡会や作業
所連絡会等とも連携しながら、地域の課題に応じた協議を実施して
いる。しかし協議の内容が施策に反映されていないとの指摘もあり、
施策との連動性を高める必要がある。

その他関係機関・住民等
発達障害者支援センターや就業・生活支援センター等の
関係機関、障害に関する家族会から、ひろく協議に参画し
ている。

専門機関および当事者・家族から意見をいただくことで、課題が鮮
明化するとともに、具体的な協議となる。
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堺市

７ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための協議の場の実施状況

【その他事項】 ※協議の場運営における課題や悩んでいる点、アドバイザーに相談したい事項など、自由に記載ください

より具体的な協議を進めるためワーキングチーム等の手法を検討しているが、関係機関の負担が大きく、調整に苦慮。

名称 協議の場の構成員 開催頻度 実施内容 特記事項等（課題・強み等）

堺市精神保健福祉
審議会

・学識経験者、精神科医療従
事者、当事者、家族会、その
他支援者等17人

１回/年
精神保健福祉関係業務の
実績及び「にも包括」に係
る進捗状況の報告、審議

・精神保健福祉に関する事項を審議す
る附属機関であり、「にも包括」全体に
ついて、幅広い視点からご意見をいた
だく。

堺市退院促進支援
会議

・保健所、基幹相談支援セン
ター、行政の主要メンバー

２回/年 課題の整理、共有
協議に関する見直し

・保健、医療。福祉の顔の見える関係を
構築することを目的

・にも包括に関する実施内容の共有、
年間の計画・目標の検討

・年2回の会議では継続協議が難しい

・地域の事業者や当事者、家族等の参
加を検討する必要がある

・障害者自立支援協議会との連携をよ
り一層強化する必要がある
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堺市

８
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた
今年度の取組スケジュール

時期（月） 実施する項目 実施する内容

4月～3月

4月～3月

8月頃

10月・3月

年1回
年1回

地域移行運営会議
（月1回）

院内茶話会、院内説明会の実施

堺市精神保健福祉審議会

退院促進支援会議の開催
（年2回）

地域移行啓発研修の開催
生活保護ケースワーカーとの合同
勉強会

・退院促進支援会議・地域移行啓発研修の開催に向け
ての内容検討

・ケース共有
・地域移行に関する資材の作成（GH紹介用映像の作成）

・地域移行コーディネーターによる、院内茶話会及び院
内説明会への協力、ピアサポーターとの協働、調整

・精神科在院患者調査及び、昨年度の地域移行体制整備
事業等についての報告

・行政の報告、精神科病院の取組み報告、関係機関の
情報・課題共有、意見交換等

・事例を通しての勉強会実施等
・連携強化を目的とした支援内容の確認等
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